
市や連携先の最新情報を配信
「受信設定」すると

事業者向け情報が届きます

LINE

市や連携先、市内企業の情報を集約
モノづくり事業支援サイト（市ウェブサイト）

モノづくり技術
で拓く

湖西市産業の
新時代

湖西市モノづくり産業の持続的発展を支援します

各種団体や
支援機関と連携

起業、創業、
販路開拓、

生産性向上等多岐に
わたる事業メニュー

これからも皆様のお悩みに丁寧に寄り添い、サポートします。お気軽にご相談ください。

● 相談支援　経験豊富な専門家への相談により、事業所が抱える様々な課題解決をサポートします。

湖西市の産業の中核を
担うモノづくり産業の課題に

対して支援します

企業の新規参入や事業拡大を
促進し、湖西市の

産業基盤を強化します

次世代の担い手と地域企業の
出会いの場を創出します

支援機関 相談内容 連絡先ほか

金融機関 融資の相談 最寄り金融機関へ

よろず支援拠点 経営相談全般 ☎054-253-5117

JETRO浜松（日本貿易振興機構） 海外ビジネス全般にかかる相談 ☎053-450-1021
SIBA（静岡県国際経済振興会） 海外への販路拡大、海外進出 ☎054-254-5161

新居町商工会
湖西市商工会経営の相談商工会

☎053-472-2118
遠州信用金庫湖西支店よろず支援拠点湖西会場 経営相談全般

職業訓練・人材育成の相談、
危険疑似体験 ☎053-576-1490湖西地域職業訓練センター

販路開拓、助成金、研究開発、取引相談
など多様な経営課題静岡県産業振興財団

経営・技術・知財の相談
生産性向上、新事業創出等浜松地域イノベーション推進機構 ☎053-489-8111

次世代自動車センター浜松
（浜松地域イノベーション推進機構内）

次世代自動車に関する技術開発
固有技術探索活動等

光・電子技術の活用 ☎053-471-2111フォトンバレーセンター
（浜松地域イノベーション推進機構内）

〒431-0492 湖西市吉美３２６８（湖西市役所2階）

湖西市 モノづくり推進室

令和8年3月30日より市役所に移転しました

副業・兼業人材（プロフェッショナル人材）
の活用

☎054-273-4434

静岡県プロフェッショナル
人材戦略拠点

☎053-489-8111

湖西市モノづくり推進室

☎090-5038-4204
浜松分室



販路拡大事業

その他関連情報
創業支援

省エネ化
脱炭素化
支援

湖西市中小企業経営力向上支援補助金

※対象事業の経費の総額が10万円以上の事業が対象となります。

※先端設備等導入計画

※販路拡大共同出展事業に参加した企業は販路拡大事業の補助金の利用はできません。
　販路拡大事業の補助金を利用した企業は、販路拡大共同出展事業に参加できません。

企業力の向上（補助金）

販路
拡大

ＤＸ
推進

共同
出展

support ① 企業力の向上（設備投資）support ②

次世代の担い手と地域企業の出会いの場創出support ③

展示会等への出展経費を補助します。
補助率

2/3
補助上限額

5～25万円

販路拡大共同出展事業（商工会限定）
市内商工会が、市内会員企業と共同で販路拡大を
目的とした展示会等に出展するための経費を補助します。
条件・市内の会員企業4社以上での出展
　　・湖西市ブースとして出展

DX推進事業
デジタル技術の導入に係る経費を補助します。

詳細はこちら

補助率

1/2
補助上限額

30万円

企業立地促進奨励金

用地取得
奨励金

補助率 20～40％

補助率

2/3
補助上限額

200万円

国・県・市の補助金の
検索がスムーズに行えます

補助金診断
システム

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら

企業見学・出張講座
学校の授業づくりにご協力いただける企業と
市内小中学校・学生とのマッチングを
コーディネートしています。

キャリア教育受け入れに
興味のある方は、
こちらをご確認ください

人材確保
地域企業と就職を考える高校生・大学生・転職希望者
との出会いの場を創出しています。随時フェアを
開催しますので、ぜひご参加ください。

湖西市特設サイトに
求人情報を掲載しませんか？
採用前のステップに職業体験
（インターンシップ）を導入し、
ミスマッチを防ぐことができます。

事業用地購入に要した費用に
対し

雇用奨励金
100万円/人
市内に住所を有する
新規雇用者に対し

設置奨励金
3～5年間 上限1億円/年
新規に取得した事業用資産に
係る固定資産税額相当額に対し

中小企業等経営強化法による支援

設備投資をする予定がある
中小企業

新規取得設備に限ります。（最低取得価格の設定あり）
設備は年平均の投資利益率が5%以上見込まれること

詳細はこちら

対象

1.5%以上の賃上げ表明あり
（3年間、課税標準を1/2に軽減）
・3%以上の賃上げ表明あり
（5年間、課税標準を1/4に軽減）

特例率


